
下記のとおり一般競争入札に付します。

記

１． 競争入札に付する事項

（１） 件 名

（２） 場 所

（３） 内 容 別途配布する「仕様書」のとおり

（４） 契 約 期 間 令和６年５月７日から令和７年３月３１日まで

２． 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項

（１）

（２）

（３） 次のいずれかの資格を有する者

① 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業の許可を有する者。

② 貨物利用運送事業法に定める第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者。

（４） 倉庫業法に定める倉庫業の登録を受けた者であること。

（５） 国土交通省から指名停止を受けている期間中でない者であること。

（６）

（７）

（８）

３． 入札手続に関する事項

（１） 契約条項を示す場所

〒１３０－００１３

東京都墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラルビル８階

独立行政法人自動車事故対策機構　東京主管支所　総務グループ

電話 ０３－３６２１－９９４１

（２） 入札の申込及び仕様書等の配布期間、場所及び方法

令和６年４月１５日（月）から令和６年５月７日（火）まで

（当支所休業日：４月２２日を除く）平日の９時から１６時３０分まで。

ただし、令和６年５月７日（火）は１２時まで。

上記（１）の場所において受け付ける。

入 札 公 告

運行管理者指導講習用教材等の配送及び保管業務（令和６年度単価
契約）

独立行政法人自動車事故対策機構契約事務細則第２３条の規定に該当しない者であ
ること。

令和０４・０５・０６年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（以下「資格審
査結果通知書」という。）において、「役務の提供等」の資格を有する者であるこ
と。

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立がなされ
ていないこと。

経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約
の履行が確保される者であること。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな
いこと。

独立行政法人自動車事故対策機構　東京主管支所
東京都墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラルビル８階



電話又はＦＡＸ等による申込は、無効とする。

（３） 郵送による入札書の提出期限

令和６年５月２日（木）

（４） 持参による入札書の提出期限

令和６年５月７日（火）１２時まで

（５） 入札書の提出場所

〒１３０－００１３

東京都墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラルビル８階

独立行政法人自動車事故対策機構　東京主管支所　総務グループ

（６） 開札日時及び場所

令和６年５月７日（火）１４時から

東京都墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラルビル８階

独立行政法人自動車事故対策機構　東京主管支所

※入札参加者の立会は求めない

４． その他

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２） 入札保証金は、全額免除する。

（３） 契約保証金は、全額免除する。

（４） 入札について

（５） 入札書の記載金額

（６） 契約書作成の要否

契約締結にあたっては契約書を作成するものとする。

（７）

（８） 詳細は、別途配布する入札説明書による。

以上広告する。

令和６年４月１５日

独立行政法人

自動車事故対策機構

東京主管支所　支所長　鷲巣　雄一

入札については、「入札心得書」を熟覧のうえ参加すること。なお、本公告
に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は、無効とする。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相
当する金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
金額）を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格の１１０分の１００に
相当する金額を入札書に記載すること。

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定）
を踏まえ、当機構ＯＢの再就職に係る情報及び当機構との取引に関わる情報を公表
する必要があるため、落札事業者は情報の提供に協力するものとする。

なお、入札参加希望者は、上記２．(２)及び（３）の資格を証明できるもの
の写し、並びに（４）の登録を証明できるものの写しを入札参加資格適合証
明書に付して提出するものとする。


